
燃料費調整制度の見直しについて

平成２１年３月

燃料費調整単価は、電気料金等請求書で、お知らせします。
また、当社ホームページ（http://www.kyuden.co.jp）や店頭チラシ
でも、燃料費調整単価が確定次第、お知らせします。

ご不明な点がございましたら、当社営業所までご連絡ください。

〔電気料金等請求書〕

ご不明な点が
あった場合の
お問い合わせ先

燃料費調整単価
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燃料費調整制度の見直しについて

昨今の燃料価格の大幅かつ急激な変動を踏まえ、経済産業大臣の諮問を受け

た電気事業分科会において、燃料費調整制度のあり方について検討が行われま

した。

その結果を受け、燃料価格の変動をより迅速に反映させるとともに、電気料

金の変動を平準化する新しい制度に平成２１年５月分から見直しをさせていただ

くこととなりましたのでお知らせいたします。

① 燃料価格変動の料金への反映

電気料金に反映するまでの期間を２か月にします。（現行は３か月です。）

燃料費調整単価を毎月変更します。（現行は３か月ごとに変更しています。）

② 調整を行う範囲

調整を行わない範囲の廃止

基準となる平均燃料価格の±５％以内の燃料価格の変動も、電気料金に

反映します。

調整上限の廃止

基準となる平均燃料価格の＋５０％（現行における調整の上限）を超過する

部分の燃料価格も、電気料金に反映します。

③ 経過措置

新しい制度への移行に伴い、一部の燃料価格が電気料金に反映されないた

め、未反映分の燃料価格に相当する単価を経過措置として、平成２１年５月分

から平成２２年３月分までの燃料費調整単価に上乗せします。

【燃料費調整制度とは】

原油・液化天然ガス・石炭の燃料価格が、基準となる平均燃料
価格より上昇または低下した場合、それに応じて電気料金を調
整する制度です。
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